
学校給食センター建設工事及び公共工事調査特別委員会報告書 

     （学校給食センター建設工事及び公共工事調査特別委員会） 

 

国の「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」及び「公共工事の品質確

保の促進に関する法律」の施行に伴い、総務省は９回にわたって通達を出し、地方公共団

体においても速やかな見直しを図るように求めている。学校給食センター建設工事及び公

共工事調査特別委員会は、本市が現在実施している入札・契約制度について総務省が出し

ている通達内容との相違点等を精査し、見直すべき内容を調査・整理した結果、次の事項

について速やかな市の対応を求めることとした。 

 

記 

１ 国の動向に的確に対応した、関係規則等の速やかな改正 

  ・那須烏山市建設工事執行規則（那須烏山市業務委託契約書）等の見直しを行うこと。 

 

２ 入札予定価格の事後公表 

  ・入札時の適正な競争の原理確保の為、金額により一部を事後公表とすること。 

 

３ 最低制限価格設定の運用の改正 

  ・現在の建設工事における最低制限価格設定時の上限値及び下限値を撤廃し、入札時  

の適正な競争の原理を確保すること。  

 

４ 指名停止処分の要件及び指名停止処分期間の見直し 

  ・安易な請負と粗雑工事等防止の為、要件及び指名停止処分期間の見直しを行うこと。 

 

５ 都市建設課受託工事の推進 

  ・農政課及び上下水道課の特殊性を有する工事以外については、適宜、予算額により

市の各課横断的な技術者集団的組織の活用を図り、品質の高い公共工事の推進を図る

こと。 

 

６ 設計変更及びプロポーザル（入札）ガイドラインの制定 

  ・設計変更及びプロポーザル入札について、早期に基本的運用方法等を周知徹底し、

節度ある運用を図ること。 

 

７ 工事の施工管理及び検査体制の強化充実 

  ・市は、今般の事案を顕著に受け止め、また、公共工事の品質確保の促進に関する法

律の趣旨を理解し、早急に必要な措置を講ずること。  



８ 入札監視委員会又は入札適正化委員会の設置 

  ・以上１から７で示した事項等が適正に、対応また確保されているかどうかを監視、

確認するための組織を早急に構築すること。  

 

 

■ 資 料 

・公共工事の品質確保の促進に関する法律 

・公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律 

・公共工事の入札及び契約の適正化を図るための措置に関する指針 

・公共工事の入札及び契約の適正化の推進について 

・公共工事標準請負契約約款 

・那須烏山市建設工事執行規則 

・那須烏山市入札事務取扱規程 

・生駒市入札監視委員会条例（参考） 

・鹿沼市入札適正化委員会条例（参考） 

・宇都宮市入札適正化委員会規則（参考） 

・国・県・那須烏山市の制定及び概略等状況 
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